
 

綾部市教育委員会後援等の名義使用等に関する取扱要綱  

 

綾部市教育委員会が行う後援等の名義使用等に関する事務の取扱いについては、綾部市

後援等の名義使用等に関する取扱要綱（令和７年綾部市告示第５４号）の例による。 

 

   附 則  

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 


